
逓減・消失型の所得控除による税引所得の逆転現象の考察
～諸外国の制度との比較を中心として～

1

逓
減
・
消
失
型
所
得
控
除
導
入
の
影
響

平
成
29
年
度
税
制
改
正
で
配

偶
者
控
除
に
納
税
者
本
人
の
所

得
制
限
が
設
け
ら
れ
、
逓
減
・

消
失
型
の
所
得
控
除
制
度
が
、

平
成
30
年
分
所
得
税
か
ら
適
用

さ
れ
た
。
さ
ら
に
平
成
30
年
度

税
制
改
正
で
基
礎
控
除
に
も
逓

減
・
消
失
型
が
導
入
さ
れ
、
令

和
2
年
分
所
得
税
か
ら
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

一
連
の
改
正
に
つ
い
て
大
い

に
疑
問
に
感
じ
る
の
は
、
控
除

額
逓
減
の
段
差
が
あ
ま
り
に
も

大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
り
、
基
礎
控
除
等
の
改
正
で

約
8
万
円
・
配
偶
者
控
除
等
の

改
正
で
約
4
万
円
も
の
税
引
後

手
取
所
得
の
逆
転
現
象
が
生
じ

う
る
こ
と
に
な
る
。

逆
転
現
象
は
、
児
童
手
当
な

ど
で
も
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
同
じ
税
制
の
中
の
話

だ
か
ら
管
轄
が
違
う
と
い
う
言

い
訳
は
通
用
し
な
い
。
特
に
基

礎
控
除
に
つ
い
て
は
、
要
件
が

な
く
、
非
居
住
者
に
も
一
律
に

適
用
さ
れ
る
所
得
控
除
で
あ

り
、
そ
こ
で
逆
転
現
象
が
生
じ

る
の
は
、
超
過
累
進
税
率
か
ら

単
純
累
進
税
率
の
明
治
時
代
に

逆
行
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う

な
重
大
な
瑕
疵
で
は
な
い
か
と

個
人
的
に
は
感
じ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
英
米

で
逓
減
・
消
失
型
が
導
入
さ
れ

て
い
る
旨
が
強
調
さ
れ
て
い
る

が
、
権
利
意
識
の
強
そ
う
な
英

米
で
日
本
の
よ
う
な
高
額
な
逆

転
現
象
が
容
認
さ
れ
て
い
る
の

か
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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諸
外
国
の
逓
減
・
消
失
型
所
得
控
除

鎌
倉
治
子
「
諸
外
国
の
課
税

単
位
と
人
的
控
除
―
配
偶
者
控

除
の
見
直
し
を
め
ぐ
っ
て
―
」

に
よ
る
と
、
2
0
1
5
年
時
点

の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
34
か
国
の
う

ち
、
納
税
者
本
人
に
関
す
る
減

免
措
置
（
基
礎
控
除
等
）
で
所

得
控
除
方
式
を
採
用
し
て
い
る

国
は
わ
ず
か
7
か
国
。
ほ
か
は

減
免
な
し
が
8
か
国
、
ゼ
ロ
税

率
方
式
が
7
か
国
、
税
額
控
除

方
式
が
12
か
国
と
い
う
状
況
で

あ
っ
た
。
所
得
控
除
方
式
の
7

か
国
中
、
日
本
と
韓
国
だ
け
が

逓
減
な
し
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ

リ
ス
・
ス
ロ
バ
キ
ア
・
ス
ロ
ベ

ニ
ア
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
5
か

国
が
逓
減
（
・
消
失
型
）
を
採

用
し
て
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
・
ス
ロ
バ
キ
ア
・

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
控
除
額
が

直
線
状
に
逓
減
し
て
い
る
た

め
、
税
引
所
得
の
逆
転
現
象
は

生
じ
て
お
ら
ず
、
2
0
1
7
年

時
点
で
逆
転
現
象
が
生
じ
て
い

る
の
は
ア
メ
リ
カ
・
ス
ロ
ベ
ニ

ア
の
2
か
国
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
税
制
改
正
に
よ

り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
人
的
控
除

そ
の
も
の
が
廃
止
（
か
わ
り
に

概
算
控
除
を
引
き
上
げ
）
さ

れ
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
で
は
階
段
状

か
ら
直
線
状
に
変
更
し
て
逆
転

現
象
の
解
消
が
図
ら
れ
た
た

め
、
2
0
1
8
年
の
時
点
で
階

段
状
を
放
置
し
、
逆
転
現
象
を

許
容
し
て
い
る
国
は
な
く
な
っ

た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
政
権
交
代

が
あ
れ
ば
、
高
所
得
者
に
対
す

る
控
除
額
の
逓
減
制
度
が
復
活

す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
従
来
の
制
度
も
日
本
に

比
べ
、
段
差
が
小
さ
く
、
逆
転

現
象
は
数
千
円
程
度
に
す
ぎ
な

い
。そ

の
他
、
諸
外
国
の
逓
減
・

消
失
型
の
特
徴
と
し
て
は
、
①

ス
ロ
ベ
ニ
ア
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
は
、
逓
減
は
あ
る
が
、
消
失

せ
ず
、
高
所
得
者
も
下
限
額
の

控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
控

除
額
が
逓
増
す
る
区
間
が
あ

る
。
②
控
除
が
消
失
せ
ず
、
政

策
的
な
上
乗
せ
部
分
の
み
逓
減

す
る
国
で
は
比
較
的
低
所
得
か

ら
逓
減
が
開
始
す
る
が
、
消
失

す
る
国
で
は
高
所
得
に
な
っ
て

か
ら
逓
減
が
開
始
す
る
。
③
逓

減
率
（
傾
斜
）
は
、
か
な
り
急

な
国
も
あ
れ
ば
、
か
な
り
緩
や

か
な
国
も
あ
り
、
バ
ラ
ツ
キ
が

あ
る
。

3

提
言

人
的
控
除
の
抜
本
的
な
見
直

し
を
行
う
に
は
、
ま
だ
相
当
な

時
間
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
は
、
ひ
と
ま
ず
、
現
行
制

度
の
最
大
の
問
題
点
で
あ
る
税

引
所
得
の
逆
転
現
象
を
解
消
す

る
こ
と
を
最
優
先
に
進
め
た

い
。配

偶
者
特
別
控
除
の
配
偶
者

所
得
に
係
る
逓
減
・
消
失
制
度

が
設
け
ら
れ
た
昭
和
62
年
当
時

は
控
除
額
を
表
で
早
見
で
き
る

方
が
便
利
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
パ
ソ
コ
ン
や
電
卓
が
普

及
し
た
現
在
で
は
、
直
線
状
に

改
正
す
る
こ
と
に
大
き
な
支
障

は
な
い
だ
ろ
う
。
人
的
控
除
額

を
1
円
単
位
で
算
出
す
る
こ
と

に
抵
抗
感
が
あ
る
人
も
い
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
年
の
中
途
で

死
亡
し
た
者
の
日
割
計
算
を
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
所
得
制
限

の
話
な
の
で
、
む
し
ろ
1
円
単

位
ま
で
き
ち
ん
と
算
出
す
る
方

が
、
合
理
性
が
あ
る
と
考
え

る
。税

収
中
立
を
考
慮
す
る
と
、

現
行
の
控
除
額
・
逓
減
開
始
所

得
金
額
・
逓
減
率
を
ベ
ー
ス

に
、
階
段
状
を
直
線
状
に
改
め

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

基
礎
控
除
に
つ
い
て
は
、
図

4
の
よ
う
に
な
る
。
配
偶
者
控

除
等
の
納
税
者
本
人
の
所
得
制

限
に
つ
い
て
も
、
控
除
額
等
の

違
い
は
あ
る
が
、
図
4
に
準
じ

た
形
に
な
る
。

配
偶
者
特
別
控
除
の
配
偶
者

の
所
得
制
限
に
つ
い
て
は
、
配

偶
者
の
合
計
所
得
金
額
95
万
円

（
住
民
税
は
百
万
円
）
か
ら
逓

減
開
始
し
、
配
偶
者
の
合
計
所

得
が
1
万
円
増
加
す
る
と
控
除

額
が
1
万
円
減
少
す
る
ペ
ー
ス

で
逓
減
し
、
配
偶
者
の
合
計
所

得
金
額
1
3
3
万
円
で
消
失
す

る
形
に
な
る
。
逓
減
率
が
所
得

税
・
住
民
税
と
も
1
に
な
る
の

で
、
感
覚
的
に
わ
か
り
や
す

い
。基

礎
控
除
の
方
も
、
逓
減
率

を
所
得
税
・
住
民
税
0
・
5
に

統
一
し
、
逓
減
開
始
合
計
所
得

金
額
を
所
得
税
2
4
0
4
万

円
、
住
民
税
2
4
1
4
万
円
、

消
失
合
計
所
得
金
額
を
2
5
0

0
万
円
と
す
る
方
法
も
考
え
ら

れ
る
。

配
偶
者
控
除
等
で
、
納
税
者

本
人
の
所
得
制
限
と
配
偶
者
の

所
得
制
限
の
両
方
が
か
ら
む
場

合
は
、
少
し
面
倒
だ
が
、
そ
れ

ぞ
れ
算
出
し
た
控
除
額
を
Ａ
・

Ｂ
と
し
、
Ｃ
＝
Ｂ
×
Ａ
／
38
万

円
で
計
算
す
る
こ
と
に
な
る
。

将
来
的
に
は
、
人
的
控
除
の

抜
本
的
見
直
し
が
望
ま
れ
る
。

基
礎
的
人
的
控
除
は
①
憲
法
上

の
見
地
か
ら
の
最
低
生
活
費
部

分
と
②
政
策
的
部
分
で
構
成
さ

れ
る
と
考
え
る
が
、
①
の
部
分

ま
で
消
失
さ
せ
る
の
は
問
題
が

あ
る
。
給
与
所
得
控
除
も
含
め

従
来
の
控
除
を
整
理
し
、
①
に

該
当
す
る
控
除
に
つ
い
て
は
逓

減
・
消
失
さ
せ
ず
、
②
は
低
所

得
者
の
申
告
義
務
免
除
が
主
眼

な
の
で
、
所
得
控
除
方
式
を
維

持
し
、
比
較
的
低
所
得
か
ら
逓

減
開
始
、
消
失
さ
せ
て
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

図1 基礎控除等の改正による税引所得の逆転現象

図2 人的控除廃止直前（2017年）のアメリカの逓減・消失型控除と日本の逓減・消失型控除の比較

図3 スロベニアにおける税引所得の逆転現象の解消（控除額の逓減を階段状から直線状に改正）

控除額の逓減を
階段状から直線状
に改正することに
より、税引所得の
逆転現象を解消！

（注）為替相場は三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの2018年の年間平均TTM（EUR1
＝130．42円）を参考に、1ユーロ130円で換算
（参考）OECD Taxing Wages 2019によると、スロベニアの2018年の年間平均給与は
EUR19，671（2，557，230円）

（注）為替相場は三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの2018年の年間平均TTM（EUR1
＝130．42円）を参考に、1ユーロ130円で換算
（参考）OECD Taxing Wages 2019によると、スロベニアの2018年の年間平均給与は
EUR19，671（2，557，230円）

図4 基礎控除の逓減を階段状から直線状に改正
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